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　備中保健所井笠支所管内　在宅医療連携拠点におけるケアキャビネット
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医療情報システムと医療事故
　先頃発表されました『日本再興戦略』改定2015のテーマ１：国民の「健康寿命」
の延伸として、⑶新たに講ずべき具体的施策　②�医療・介護等分野におけるICT化
の徹底の中において「医療等分野でのデータのデジタル化・標準化の推進／地域医
療情報連携（介護を含む。）等の推進」の項目があります。
　医療等分野でのデータの電子化・標準化を通じて、検査・治療・投薬等診療情報
の収集・利活用を促進する。このため、2018年度までを目標に地域医療情報連携ネッ
トワーク（病院と診療所間の双方向の連携を含む。）の全国各地への普及を実現する
とともに、2020年度までに地域医療において中核的な役割を担うことが特に期待さ
れる400床以上の一般病院における電子カルテの全国普及率を90％まで引き上げ、中
小病院や診療所における電子カルテ導入を促進するための環境整備を図る（現状は
400床以上で57％）。
　これらの目標実現のため、各都道府県が策定する医療計画等に地域医療情報連携
ネットワークの今後の取り組みを促す。また、次期診療報酬改定時に、診療報酬に
おけるICTを活用した医療情報連携の評価の在り方を検討すること等が発表されて
います。
　このように医療におけるICT化の促進が目標とされる中において情報システムに
関わる医療事故、医事紛争が少なからず発生していることも看過できない事実です。
　電子カルテシステムの運用に関わる医事紛争として比較的多いものは個人情報漏
洩に関するもの、処方における誤薬投与や過剰投与などです。
　個人情報漏洩そのものより、最近は患者カルテに対する不正アクセスが訴訟に持
ち込まれることが多くなっております。医療機関の職員であれば電子カルテに登録
されている患者の医療情報に関して何を閲覧してもいいわけではありません。数年
前に発生した年金問題においても担当者による不正閲覧が大きく問題視されました
が、最近も東北地方で『興味本位』のカルテの不正アクセスが係争問題となってお
ります。
　厚生局の個別指導の立ち会い時においても医師と医事職員が同一のID、パスワー
ドを用いて診療をおこなっている医療機関が予想以上に多いことを再認識させられ
ている現状です。やはり、電子カルテの運用において『医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン　第4.2版』を再読していただき、利用者管理、職種別（利
用者別）のアクセス権限設定ならびにアクセスログ管理体制の確立した環境でおこ
なうことをおすすめします。
　さらに医療安全の管理の観点からも電子カルテシステムの標準化が進められてい
る状況ですが、まだまだ不十分な状況でベンダーの違いのみならず、同一ベンダー
の製品においてすら操作方法、チェック機能がまちまちであり、使い慣れていない
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システムでの処方、注射などのオーダーにおいては十分な確認行為が必要です。特
にいろいろな医療機関で研修を行う研修医などは『前の病院ではチェックがかかっ
ていたのに』という話を聞くことがあります。
　抗がん剤投与オーダリングシステムの提供などにおいてシステムのレギュレー
ションの標準化についても電子カルテシステムの導入促進を訴える時点できちんと
した整備が望まれます。利用者においては整備が不十分であることを認識して使用
する必要があります。
　電子カルテなどICT活用により医療安全が容易に確保でき、医療事故やそれにまつ
わる医療紛争も減少すると考えるのは早計でやはり医療行為の責任者としての医師
が確実にチェックをおこないながら診療を進めていくことの大切さを再認識してい
く必要があります。

� （文責　医療事故対策委員・合地　明）

御津医師会：山中慶人
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独立行政法人福祉医療機構
医療貸付事業個別融資相談会開催のご案内

　独立行政法人福祉医療機構は、特殊法人改革により、社会福祉・医療事業団（旧医療金融公
庫）の事業を継承して平成15年10月１日に設立された独立行政法人です。

　当機構では、医療関係施設の整備等を予定している方に対し、種々ご相談を受けているとこ
ろですが、医療貸付事業融資を希望する方のために、来る平成27年12月17日（木）から、全国
６ブロックで個別融資相談会を開催いたします。
　主として、平成28年度から29年度を目途に施設整備を実施する予定のお客様で、計画する施
設の規模・構造など事業計画や資金調達先の金融機関等の資金計画がかなり具体的になった段
階や検討を始めた段階での相談に最適です。当機構が対応できる場合の大まかな融資金額の算
出を中心に幅広いご融資の相談に応じます。また、ご計画が構想段階のお客様についても、相
談に応じます。

◎中国四国ブロック（岡山市）
　1月25日（月）　９：00～16：00

メルパルク岡山「末広の間」　　　岡山市北区桑田町1−13
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　086−223−8100

　各ブロックとも、会場・時間等の都合もあり定員に限りがありますので、登録制とさせてい
ただきます。「個別融資相談会」への参加をご希望される場合は、「医療貸付事業個別融資相談
会参加申込書」（岡山県医師会にお申出下さい）をご記入の上、ファクシミリでご返送くださ
い（上記時間外での参加をご希望される場合は、ご相談ください）。
　また、当機構の東京本部・大阪支店では、開催日以外にも随時、相談を受け付けています。
何かご不明な点は、下記までお問い合わせください。

（近畿・中国四国・九州ブロック）大阪支店：大阪府大阪市中央区南本町3−6−14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イトウビル３階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪支店医療審査課）TEL　06−6252−0219

〈FAX送付先〉
近畿・中国四国・九州ブロックご希望の方
　　FAX�06-6252-0240
　独立行政法人福祉医療機構大阪支店　医療審査課宛

福祉部コーナー




